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ＴＴＰの先取り？
増える食品添加物

保健所を守る大阪市民の会

北瀬 照代

• 平成25年 酢酸カルシウム・酸化カルシウム・ 3-エチルピリシン・

（6品目） ピリメタニル・アゾキシストロビン・亜塩素酸水

• 平成24年 (3-アミノ-3-カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩

（7品目） 化物・2-エチル-6-メチルピラジン・サッカリンカルシウム・

トリメチルアミン・trans-2-メチル-2-ブテナール・trans-2-ペ

ンテナール・リン酸一水素マグネシウム

• 平成23年 フルジオキソニル・ピラジン・1-ペンテン-3-オール・3-メチ

（10品目） ル-2-ブテナール・3-メチル-2-ブテノール・2,3-ジメチル-5-

メチルピラジン・2-(3-フェニルプロピル）ピリジン・5-メチル
-

6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジン・5-エチル-2-メチル

ピリジン・2,6-ジメチルピリジン

増える添加物 法令・通知から

厚生労働省の方針

国際汎用添加物の指定

• 平成14年７月、諸外国で食塩に固結防止の目的
で食品添加物として使用されるフェロシアン化物(当
時、未指定添加物)が含まれた食品に対する食品衛
生上の対応を検討する中で、添加物の規制に関し、
国際的に安全性評価が確立して広く使用されている
ものについては、国際的な整合性を図る方向で、我
が国の現行指定制度のあり方についても見直しを
行いました。

具体的には、

（１）ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会
議（ＪＥＣＦＡ）で一定の範囲内で安全性が確認さ
れており、かつ、（２）米国及びEU諸国等で使用
が広く認められていて、国際的に必要性が高い
と考えられる添加物（国際汎用添加物）について
は、企業からの要請がなくとも、指定に向け、個
別品目毎に安全性及び必要性を検討していくと
の方針が、平成14年７月26日開催の薬事・食品
衛生審議会食品衛生分科会において了承され
ました。
本方針に基づき、46品目の食品添加物及び54

品目の香料について、厚生労働省において関係
資料の収集・分析や必要な追加試験の実施等を
行い、食品安全委員会の評価等を経て、順次指
定を行っています。

本来の食品添加物の指定の流れ 国際汎用添加物（45品目）指定等の状況
（H.25 .12.4)
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国際汎用香料（54品目）指定等の状況
（H.25.12.4)

国際汎用香料 続き

ナトリウムとカリウム
アルミニウム含有添加物をめぐる動き


